
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常水(製薬用水)につきましても受託しております。 

その他にも、各種試験、日本薬局方をはじめとする各種試験法に対応しております。 

お気軽にお問い合わせください。 

 

      
 

 
 
 

 

 

※採水から請け負う事も可能です。 

その他ご相談に応じますので是非一度お問い合わせください。 

 

 

医薬品医療機器等法施行規則第 12 条第 1 項に規定される登録検査機関(厚生労働大臣登録第 164 号)

お問い合わせ (秘密保持契約) 
検査依頼書、 

検体の送付 
分析・測定

試験報告書 

の送付 

料金の 

お支払い 

一般財団法人 千葉県薬剤師会検査センター 食品薬品部 
〒260-0023 

千葉県千葉市中央区出洲港 14-12 

TEL：043-205-8225 FAX：043-205-7371 

E-mail：iyakuhin-kensa@chiba-kensacenter.or.jp 

第 15 局 

 

・性状 

・純度試験 (1)～(9) 

 

 

計 10 項目 

*日本薬局方が改正されました* 

第 16 局 

 

・性状 

・純度試験 有機体炭素 

・導電率 

 

計 3 項目 


